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第 1 章 総 則

（目的）

第 1 条 この施行規則は、一般社団法人日本作業療法士協会定款（以下「定款」という。）を受け、一般

社団法人日本作業療法士協会（以下「本会」という。）事業の円滑なる運営を図ることを目的とする。

（会章）

第 2 条 本会会章を別図第 1 のとおり定める。

第 2 章 会 員

（入 会）

第 3 条 定款第 5 条に規定する正会員になろうとする者の入会申込書の書式は、別記第 1 号様式のとお

りとする。日本作業療法士協会ホームページ上で電磁的に申し込む場合も、この様式と同一の入力項

目を設定する。

2 定款第 5 条に規定する賛助会員になろうとする者の入会申込書の書式は、別記第 2 号様式のとおり

とする。

（名誉会員）



第 4 条 定款第 5 条に規定する名誉会員は、別に定める名誉会員に関する規程に基づき理事会が推薦

し、社員総会において承認を受けなければならない。

（正会員の入会金及び会費）

第 5 条 定款第 7 条 1 項に規定する正会員の入会金及び会費に関しては、別に定める会費等に関する規

程によるものとする。

（賛助会員の会費及び特典）

第 6 条 賛助会員の会費及び特典は、別に定める賛助会員規程によるものとする。

（電子会員証）

第 7 条 会長は、入会を承認した正会員及び以後毎年度会費を納入した正会員に対して別図第 2 の電子

会員証を交付し、会員ポータルサイト上に掲載するとともに印刷可能な状態に置く。

（研修受講カード）

第 8 条 会長は、入会を承認した正会員に対し、原則として 1 回のみ別図第 3 の研修受講カードを交付

する。

（都道府県における会員）

第 9 条 会員が本会に登録する所属都道府県は、次のいずれかとする。

(1) 常勤の場合は、勤務先の所在地

(2) 非常勤のみの場合は、勤務先の所在地又は現住所

(3) 勤務していない場合は、現住所

2 会員は、勤務先の所在地又は現住所の都道府県において、当地の都道府県作業療法士会の構成員と

なることを原則とする。

（会員名簿）

第 10 条 会員は、氏名、勤務先、住所等に変更があったときには、遅滞なく会長に届け出なくてはな

らない。

2 本会は会員名簿を作成し、会員の異動のある毎にこれを訂正する。

（退会）

第 11 条 定款第 8 条に規定する退会届の書式は、別記第 3 号様式のとおりとする。

（会員情報の保存、抹消及び無効化）

第 12 条 会員が定款第 8 条により任意退会した場合、本会はその者の基本情報及びその者が本会在籍

時に保有していた会員番号、会員履歴、生涯教育履歴等の付帯情報を会員名簿に保存し、再入会時に

は復元できるものとする。

2 会員が定款第 9 条により除名された場合、本会は会員の処分の種類に関する規程第 4 条第 1 号に基

づき、その者の一切の会員情報を会員名簿から抹消する。



3 会員が定款第 10 条第 1 号により会員資格を喪失した場合、本会はこれを会員の処分の種類に関する

規程第 3 条第 3 号に該当する行為によるものと見なし、その者の基本情報は会員名簿に保存するが、

その者が本会在籍時に保有していた会員番号、会員履歴、生涯教育履歴等の付帯情報はすべて無効化

する。

（会員資格を喪失した者の再入会）

第 13 条 定款第 10 条第 1 号により会員資格を喪失した者が再入会しようとするときの手続きは次の

とおりとする。

(1) 過去において支払われなかった会費と同等の額を再入会手数料として支払う。

(2) 定款第 6 条第 1 項に規定する入会の手続きを行う。

(3) 会費等に関する規程第 2 条第 1 項に規定する入会金を支払う。

(4) 会費等に関する規程第 3 条第 1 項に規定する当年度の会費を支払う。

(5) 第 1 号から第 4 号の手続きを経た上で理事会による入会審査を行う。

2 前項の規定にかかわらず、会員資格を喪失した年度に連続する次年度の 4 月 1 日から 5 月 31 日ま

での間に前項の第 1 号と第 4 号を実行した場合には、再入会手続きの特例として第 2 号、第 3 号及び

第 5 号を免除し、且つ第 12 条第 3 項に規定する付帯情報の無効化を行わない。

第 3 章 社 員

（職務）

第 14 条 定款第 11 条に規定する社員は、社員総会を構成する一員として、社員総会の議決権を行使す

る。

2 定款第 21 条の規定にかかわらず、社員は、審議の充実と向上を図るため、社員総会への事実上の出

席に努めるものとする。

3 社員は、正会員から選出された代表者として、本会の会務運営について社員総会の場で意見をする

ことができる。

（辞任）

第 15 条 定款第 12 条に規定する社員辞任届の書式は、別記第 4 号様式のとおりとする。

第 4 章 社員総会

（社員総会の種類）

第 16 条 定款第 16 条に定める社員総会のうち、毎事業年度の終了後 3 箇月以内に開催するものを定

時社員総会とする。

2 前項以外の社員総会を臨時社員総会とし、必要がある場合に開催する。

（社員総会の出席）

第 17 条 社員は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、社員総会への出席を本会が定め

た書面又は電磁的方法をもって本会に送信することとし、その書面は別記第5号様式のとおりとする。



（議決権の代理行使）

第 18 条 定款第 21 条第 1 項に規定する議決権の代理行使は、社員総会ごとに代理権を証明する書面

又は電磁的方法をもって会長に意思表示することとし、代理権を証明する書面は、別記第 6 号様式の

とおりとする。

2 委任する社員は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、代理権を証明する書面又は電

磁的方法をもって本会に送信するとともに本証を代理人に送付し、代理人は、本証を社員総会に持参

して提出することにより議決権の代理行使が可能となるものとする。

3 社員が委任できる代理人は社員のみとし、委任できる人数は 1 名とする。複数の社員が同一の社員

を代理人とすることは妨げない。

4 代理権を証明する書面に代理人氏名が記載されていない場合は、当該社員の議決権は議長に委任さ

れるものとする。委任する社員は、代理権を証明する書面又は電磁的方法をもって本会に送信した上

で、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、本証を本会に送付することとする。

（書面又は電磁的方法による議決権行使）

第 19 条 定款第 21 条第 2 項に規定する議決権行使の様式は、別記第 7 号様式の 1 のとおりとし、役

員選任に係る議決権行使の様式は別記第 7 号様式の 2 のとおりとする。

2 社員が議決権を行使する場合は、議決権行使の書面又は電磁的方法をもって本会に送付することと

する。

3 書面又は電磁的方法による議決権行使において社員が議案に対し賛否を明示しない場合、及び議案

の原案に対する修正動議が提出された場合は、当該社員の議決権は議長に委任されるものとする。

4 社員が第 19 条で規定した議決権の代理行使と書面による議決権行使の両方を選択した場合は、議決

権の代理行使は無効とし、書面による議決権行使を有効とする。

第 5 章 役員等

（役員の選任）

第 20 条 役員は、社員総会の決議によって正会員の中から選出する。

2 役員選出については、理事会の決議により別に定める役員選出規程に基づき実施する。

（会長の選定）

第 21 条 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

2 理事会は、会長を選定する際に、社員総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候

補者を選定する方法によることができる。

3 前項に規定する社員総会の決議として会長候補者の選出に係る投票を行う。 候補者のうち、出席社

員の過半数の賛成を得た 1 名を社員総会選出会長候補とする。

4 会長候補者投票については、別に定める役員選出規程に基づき実施する。

（副会長の選定）

第 22 条 副会長 3 名は、理事会の決議によって、会長以外の理事の中から選定する。



2 理事会は、副会長を選定する際に、会長の意見を参考にすることができる。

3 副会長 3 名の担当職務及び会長に事故あるとき又は欠けたときに会長の業務執行に係る職務を代行

する順序は、理事会の決議によって定める。

（常務理事の選定）

第 23 条 常務理事 8 名は、理事会の決議によって、会長及び副会長以外の理事の中から選定する。

2 理事会は、常務理事を選定する際に、会長の意見を参考にすることができる。

3 常務理事 8 名の担当職務は、理事会の決議によって定める。

（世界作業療法士連盟へ派遣する本会代表等の選定）

第 24 条 世界作業療法士連盟へ派遣する本会代表は、理事会の決議によって、代表理事の中から選定

する。

2 世界作業療法士連盟に派遣する本会代表の第一代理及び第二代理は、理事会の決議によって、本会

会員の中から選定する。

3 理事会は、第一代理及び第二代理を選定する際に、代表の意見を参考にすることができる。

（理事の職務権限）

第 25 条 理事の職務と権限については、別に職務権限規程を定める。

（専決事項の処理）

第 26 条 法令、定款及び理事会運営規程に定める理事会固有の決議事項、並びにこの規則及び職務権

限規程に定めた権限を除き、事項が急施緊急を要し、理事会を開催して、その議決を経る時間的余裕

がない場合、理事会の議決に代わって、代表理事が専決処理をすることができる。

2 専決処理を行う代表理事は、事情の許す限り他の代表理事と協議し合意形成を図った上でこれを行

うことを原則とする。

3 専決事項は、直近の理事会に報告し、承認を求めなければならない。

4 第 2 項の承認の是非を問わず、すでに実施された専決事項は覆すことはできない。

第 6 章 理事会・常務理事会

（常務理事会）

第 27 条 理事会は、常務理事会を設置し、本会運営上の重要事項の審議を委任することができる。

2 常務理事会は、会長、副会長、常務理事をもって構成する。

3 会長、副会長及び常務理事は、業務執行にかかる検討事項を議題及び議案として常務理事会に提出

することができる。

4 会長は、常務理事会の審議の経過と結果をつど理事会に報告しなければならない。

（理事会運営規程及び常務理事会運営規程）

第 28 条 理事会の運営を円滑に行うために、別に理事会運営規程を定める。

2 常務理事会の運営を円滑に行うために、別に常務理事会運営規程を定める。



第 7 章 組 織

（委員会等）

第 29 条 定款第 46 条に定める委員会等は、設置期限に定めのない常設委員会等と、設置期限を定めた

特設委員会等とからなる。

2 常設委員会等は次のとおりとする。

諮問委員会

(1) 学術審議委員会

(2) 教育審議委員会

(3) 社会保障制度審議委員会

①診療報酬改定対策小委員会

②介護報酬改定対策小委員会

③障害福祉サービス等報酬改定対策小委員会

④地域共生社会対策小委員会

(4) 国際審議委員会

(5) 会員福利厚生委員会

(6) 倫理委員会

事業実施のための専門委員会

(7) 学術誌編集委員会

(8) 課題研究審査会

(9) 研究倫理審査会

(10) 教育関連審査会

(11) 海外研修助成制度審査会

(12) MTDLP 事例審査会

(13) 表彰審査会

(14) 選挙管理委員会

3 常設委員会等は、理事会の委託を受け、第 30 条に定める業務を分掌する。

4 特設委員会等は、理事会の決議により随時設置することができる。理事会は、特設委員会等の設置に

あたり、任務の内容と設置期限を明示しなければならない。

5 特設委員会等は、理事会の委託を受け、特定事項の審議を担当する。

6 理事会は、委員会等の設置にあたって、常設か特設かを問わず当該委員会等の規程を制定し、定款に

定める諸事項のほか、運営及び予算の管理等を担当する事務局の部署を明記することとする。

7 委員長は審議・審査等の結果を定期的に、または理事会が定めた期限までに報告しなければならな

い。

（常設委員会等の業務分掌）

第 30 条 常設委員会等の任務は、おおむね次のとおりとする。

学術審議委員会

(1) わが国における作業療法の学術的な発展と振興のために、長期的な展望に立って、取り組むべ



き課題、それを実現するための方策等を検討し、理事会に提案すること

(2) 作業療法の学術集会のあり方について、その課題と対策等を検討し、理事会に提案すること

(3) 作業療法の学術雑誌のあり方について、その課題と対策等を検討し、理事会に提案すること

(4) 作業療法士の研究活動の振興を図るための方策を検討し、理事会に提案すること

教育審議委員会

(1) わが国における作業療法教育のあり方について、長期的な展望に立って、取り組むべき課題、

それを実現するための方策等を検討し、理事会に提案すること

(2) 作業療法の養成教育に関する国の関連法制度について検討し、改定案等を理事会に提案するこ

と

(3) 世界作業療法士連盟の教育水準に鑑み、また他国の作業療法教育水準との比較考量から、わが

国の作業療法教育水準について検討し、改定案等を理事会に提案すること

(4) 本会が実施する作業療法の卒後教育（生涯学修制度）のあり方について、その課題と対策等を

検討し、理事会に提案すること

(5) その他作業療法の養成教育、卒後教育における課題や今後の方向性の検討に関すること

社会保障制度審議委員会

(1) わが国の社会保障制度全般の長期的な展望に立って、その中での作業療法士のあるべき姿やそ

れに向けて取り組むべき課題、実現するための方策等を検討し、理事会に提案すること

(2) 医療保険制度における作業療法士の短中期的な課題と対策等を検討し、理事会に提案すること

(3) 介護保険制度における作業療法士の短中期的な課題と対策等を検討し、理事会に提案すること

(4) 障害福祉制度における作業療法士の短中期的な課題と対策等を検討し、理事会に提案すること

(5) 地域共生社会の観点から作業療法士の短中期的な課題と対策等を検討し、理事会に提案するこ

  と

診療報酬改定対策小委員会

(1) 診療報酬への作業療法士関与実態を評価し、診療報酬改定に向けた対応方針を検討し、提案書

を作成して社会保障制度審議委員会に提出すること

(2) 報酬改定後の影響を把握し、内容に関する評価を行うこと

介護報酬改定対策小委員会

(1) 介護報酬への作業療法士関与実態を評価し、介護報酬改定に向けた対応方針を検討し、提案書

を作成して社会保障制度審議委員会に提出すること

(2) 報酬改定後の影響を把握し、内容に関する評価を行うこと

障害福祉サービス等報酬改定対策小委員会

(1) 障害福祉サービス等報酬への作業療法士関与実態を評価し、報酬改定に向けた対応方針を検討

し、提案書を作成して社会保障制度審議委員会に提出すること

(2) 報酬改定後の影響を把握し、内容に関する評価を行うこと

地域共生社会対策小委員会

(1) 地域共生社会への作業療法士の参画のあり方、特に次に掲げる事項について検討し、提案書を

作成して社会保障制度審議委員会に提出すること

①地域共生社会に求められる作業療法士の役割

②制度改定に伴い本会として対応すべき事項

③地域支援事業等、地域事業への作業療法士参画に向けた地域共生社会 5 ヵ年戦略の内容と進



捗状況

④地域事業参画の実態

   ⑤その他地域共生社会への作業療法士の参画に関すること

国際審議委員会

(1) 本会の国際化について、長期的な展望に立って、取り組むべき課題、それを実現するための方

策等を検討し、理事会に提案すること

(2) 本会の国際事業が適切に遂行されているかを評価し、その評価結果に基づいて理事会に助言及

び提案をすること

(3) その他本会の国際化と国際貢献に関すること

会員福利厚生委員会

(1) 作業療法士の労働環境、本会事業への参画状況等の把握、対策の検討と提案に関すること

(2) 本会会員資格に関する各種制度の検討と提案に関すること

(3) 本会会員向けの各種団体保険等の検討と提案に関すること

(4) その他会員の福利厚生・身分保障の検討と提案に関すること

倫理委員会

(1) 会員の倫理向上に関すること

(2) 倫理対応体制の整備に向けた支援に関すること

(3) 倫理相談への対応に関すること

(4) 会員の倫理審査に関すること

(5) その他作業療法士の倫理に関すること

学術誌編集委員会

(1) 学術誌および英文学術誌の企画・編集に関すること

(2) 投稿論文の査読に関すること

(3) 論文投稿の奨励と優秀論文の表彰に関すること

(4) その他学術誌に関すること

課題研究審査会

(1) 応募された研究に対する学術的・倫理的審査に関すること

(2) 課題研究助成制度の改定、審査基準等の検討に関すること

(3) その他課題研究助成制度に関すること

研究倫理審査会

(1) 本会が行う研究の倫理審査に関すること

教育関連審査会

(1) 認定制度に基づく会員個人の認定審査に関すること

(2) 認定制度に基づく会員施設の認定審査に関すること

(3) その他作業療法の教育関連審査に関すること

海外研修助成制度審査会

(1) 海外研修助成制度の審査に関すること

(2) その他海外研修助成制度の改善に向けての助言・提案に関すること



生活行為向上マネジメント審査会

(1) 会員の MTDLP 事例登録審査に関すること

(2) 効果的・効率的な事例登録システムの検討に関すること

(3) その他 MTDLP 事例審査に関すること

表彰審査会

(1) 会長表彰候補者の表彰の適否の審査に関すること

(2) 特別表彰候補者の表彰の適否の審査に関すること

(3) その他の表彰候補者の表彰の適否の審査に関すること

選挙管理委員会

(1) 代議員選挙と役員選任に関すること

（事務局）

第 31 条 定款第 47 条に定める事務局は公益目的事業部門と法人管理運営部門からなる。

2 部門内の部署は部又は室とする。配下に複数の課をもつ部署を部と称することとし、部と室は同格

に扱う。

3 公益目的事業部門には次の部署を置く。

(1) 学術部

(2) 教育部

(3) 制度対策部

(4) 地域社会振興部

(5) 国際部

(6) 生活環境支援推進室

(7) MTDLP 室

(8) 制作広報室

4 法人管理運営部門には次の部署を置く。

(1) 総務部

5 部又は室の新設及び改廃、課の新設及び改廃は理事会の決議による。

6 事務局の運営を円滑に行うために、別に事務局組織運営規程を定める。

7 事務局長、部長及び室長は、会長が理事会の承認を経て任免する。

8 課長及び事務局員は、会長が任免する。

9 事務局長、部長及び室長並びに課長の職務と権限について、別に職務権限規程を定める。

（事務局長）

第 32 条 事務局長は、理事会の指揮命令の下で事務局全体を統括し、本会の事業活動に資するデータ

の収集と分析、事業戦略の立案と評価、事業活動の企画調整を行う。

2 前項の職務を実現するため、事務局長は必要数の補佐を配置することができるほか、随時部長・室長

の全て又は一部を招集することができる。

（事務局内各部・各室の業務分掌）

第 33 条 事務局内各部・各室の業務分掌事項は、おおむね次のとおりとする。



公益目的事業部門

学術部

(1) 作業療法の臨床領域における専門基準に関すること

(2) 作業療法の学術的発展に関すること

(3) 学会の企画・運営に関すること

(4) 学術資料の作成と収集に関すること

(5) 学術雑誌の編集と論文表彰に関すること

(6) その他学術に関すること

教育部

(1) 養成教育に関すること

(2) 生涯教育に関すること

(3) 教育関連情報の活用に関すること

(4) その他作業療法教育に関すること

制度対策部

(1) 医療の作業療法に関すること

(2) 介護・高齢者福祉の作業療法に関すること

(3) 障害福祉の作業療法に関すること

(4) 保健の作業療法に関すること

(5) 特別支援教育の作業療法に関すること

(6) 司法の作業療法に関すること

(7) その他社会保障に関すること

地域社会振興部

(1) 地域包括ケアシステムにおける作業療法の振興に関すること

(2) 都道府県作業療法士会との連携に関すること

(3) 大規模災害への支援に関すること

(4) その他地域社会における作業療法の振興に関すること

国際部

(1) 国際的な学術交流、研修、教育支援等に関すること

(2) 世界作業療法士連盟に関すること

(3) 国外の関係団体・関係者との連絡調整に関すること

(4) その他国際交流に関すること

生活環境支援推進室

(1) 作業療法における福祉用具・住宅改修等の生活環境支援に係る情報収集・提供に関すること

(2) 福祉用具・住宅改修等の生活環境支援に関する研究・開発に関すること

(3) その他作業療法における生活環境支援技術に関すること

MTDLP 室

(1) 生活行為向上マネジメントの更新、開発に関すること

(2) 生活行為向上マネジメントの普及、啓発に関すること

(3) 本会の生活行為向上マネジメントの著作物に関すること

(4) その他生活行為向上マネジメントに関すること



制作広報室

(1) 作業療法の普及啓発に関すること

(2) 協会事業の周知に関すること

(3) 協会発行物の制作に関すること

(4) その他広報に関すること

法人運営管理部門

総務部

(1) 役員の職務支援に関すること

(2) 法人の総務に関すること

(3) 法人事務局の人事、労務及び福利厚生に関すること

(4) 法人の情報システムに関すること

(5) 法人刊行物の発送及び販売に関すること

(6) 法人の経理及び財務に関すること

(7) 会員及び会員所属施設の情報に関すること

(8) 会員の福利厚生に関すること

(9) その他法人の管理及び運営に関すること

第 8 章 施行規則の変更

（規則の変更）

第 34 条 この施行規則は、理事会の議決によって変更することができる。

附 則

1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第 121 条

第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施

行する。

2 この規則は、2012 年 12 月 15 日から一部改正により施行する。

3 この規則は、2013 年 4 月 20 日から一部改正により施行する。

4 この規則は、2015 年 3 月 21 日から一部改正により施行する。

5 この規則は、2015 年 6 月 27 日から一部改正により施行する。

6 この規則は、2015 年 12 月 19 日から一部改正により施行する。

7 この規則は、2016 年 7 月 16 日から一部改正により施行する。

8 この規則は、2018 年 2 月 17 日から一部改正により施行する。

9 この規則は、2018 年 12 月 15 日から一部改正により施行する。

10 この規則は、2020 年 2 月 15 日から一部改正により施行する。

11 この規則は、2021 年 4 月 1 日から一部改正により施行する。

12 この規則は、2021 年 5 月 22 日から一部改正により施行する。

13 この規則は、2022 年 2 月 19 日から一部改正により施行する。



14 この規則は、2022 年 10 月 15 日から一部改正により施行する。

15 この規則は、2023 年 5 月 20 日から一部改正により施行する。

16 この規則は、2025 年 3 月 12 日から一部改正により施行する。

17 この規則は、2025 年 4 月 19 日から一部改正により施行する。


